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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
自 車 前 方 の 物 体 及 び 自 車 前 方 直 近 の 路 面 を 検 出 す る レ ー ダ か ら の 検 出 情 報 に 基 づ い て 、 撮
像 デ バ イ ス に よ っ て 撮 影 さ れ た 自 車 前 方 の 画 像 の 中 か ら 自 車 前 方 の 先 行 車 認 識 用 画 像 と 前
記 路 面 上 の 白 線 認 識 用 画 像 と を 取 り 出 す 画 像 処 理 装 置 に お い て 、
　 前 記 レ ー ダ に よ っ て 検 出 さ れ た 自 車 前 方 の 物 体 の 検 出 情 報 に 従 っ て 、 前 記 自 車 前 方 の 画
像 の 中 か ら 当 該 物 体 を 含 む 物 体 画 像 を 取 り 出 し 、 そ の 物 体 画 像 の 最 低 明 度 値 と 最 高 明 度 値
と を 検 出 す る 第 一 の 明 度 値 検 出 手 段 と 、
　 前 記 レ ー ダ に よ っ て 検 出 さ れ た 自 車 前 方 直 近 の 路 面 の 検 出 情 報 に 従 っ て 、 前 記 自 車 前 方
の 画 像 の 中 か ら 当 該 路 面 を 含 む 路 面 画 像 を 取 り 出 し 、 そ の 路 面 画 像 の 最 低 明 度 値 と 最 高 明
度 値 と を 検 出 す る 第 二 の 明 度 値 検 出 手 段 と 、
　 前 記 自 車 前 方 の 画 像 の 明 る さ 情 報 の う ち 前 記 物 体 画 像 の 最 低 明 度 値 以 下 と 最 高 明 度 値 以
上 の 情 報 を 切 り 捨 て た も の を 前 記 先 行 車 認 識 用 画 像 と し て 生 成 す る 先 行 車 認 識 用 画 像 生 成
手 段 と 、
　 前 記 自 車 前 方 の 画 像 の 明 る さ 情 報 の う ち 前 記 路 面 画 像 の 最 低 明 度 値 以 下 と 最 高 明 度 値 以
上 の 情 報 を 切 り 捨 て た も の を 前 記 白 線 認 識 用 画 像 と し て 生 成 す る 白 線 認 識 用 画 像 生 成 手 段



と
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
自 車 前 方 の 物 体 及 び 自 車 前 方 直 近 の 路 面 を 検 出 す る レ ー ダ か ら の 検 出 情 報 に 基 づ い て 、 撮
像 デ バ イ ス に よ っ て 撮 影 さ れ た 自 車 前 方 の 画 像 の 中 か ら 自 車 前 方 の 先 行 車 認 識 用 画 像 と 前
記 路 面 上 の 白 線 認 識 用 画 像 と を 取 り 出 す 画 像 処 理 方 法 に お い て 、
　 前 記 レ ー ダ に よ っ て 検 出 さ れ た 自 車 前 方 の 物 体 の 検 出 情 報 に 従 っ て 、 前 記 自 車 前 方 の 画
像 の 中 か ら 当 該 物 体 を 含 む 物 体 画 像 を 取 り 出 し 、 そ の 物 体 画 像 の 最 低 明 度 値 と 最 高 明 度 値
と を 検 出 す る 第 一 の 明 度 値 検 出 工 程 と 、
　 前 記 レ ー ダ に よ っ て 検 出 さ れ た 自 車 前 方 直 近 の 路 面 の 検 出 情 報 に 従 っ て 、 前 記 自 車 前 方
の 画 像 の 中 か ら 当 該 路 面 を 含 む 路 面 画 像 を 取 り 出 し 、 そ の 路 面 画 像 の 最 低 明 度 値 と 最 高 明
度 値 と を 検 出 す る 第 二 の 明 度 値 検 出 工 程 と 、
　 前 記 自 車 前 方 の 画 像 の 明 る さ 情 報 の う ち 前 記 物 体 画 像 の 最 低 明 度 値 以 下 と 最 高 明 度 値 以
上 の 情 報 を 切 り 捨 て た も の を 前 記 先 行 車 認 識 用 画 像 と し て 生 成 す る 先 行 車 認 識 用 画 像 生 成
工 程 と 、
　 前 記 自 車 前 方 の 画 像 の 明 る さ 情 報 の う ち 前 記 路 面 画 像 の 最 低 明 度 値 以 下 と 最 高 明 度 値 以
上 の 情 報 を 切 り 捨 て た も の を 前 記 白 線 認 識 用 画 像 と し て 生 成 す る 白 線 認 識 用 画 像 生 成 工 程
と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 撮 像 デ バ イ ス は 、 Ｃ Ｍ Ｏ Ｓ カ メ ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 画 像 処 理 装
置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 撮 像 デ バ イ ス は 、 Ｃ Ｍ Ｏ Ｓ カ メ ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 記 載 の 画 像 処 理 方
法 。
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請 求 項 ２


	header
	written-amendment

